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兵庫県告示第385号 

 昭和47年兵庫県告示第818号（指定医薬品等に指定したもの）の一部を次のように改正し、令和８年５月１日

から施行する。 

  令和８年４月14日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 表種別または含有成分の欄中「第50条第11号」を「第50条第13号」に改める。 

 

兵庫県告示第386号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、医

療を担当する機関を次のとおり指定した。 

  令和８年４月14日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和８年４月14日 火曜日  第 710 号 
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指定医療機関 

名 称 所在地 指定年月日 

芦屋Ｒいいだ内科クリニック 芦屋市公光町11―５芦屋山下ビル301 令和８年２月１日 

Ｌｅｓ芦屋メンタルクリニック 
同 市川西町14―１複合型有料老人ホーム

Ｌｅｓ芦屋１階 
同 

芦屋ＰＬＵＳ薬局 同 市津知町１―22―１Ｆ 令和８年２月５日 

すずみ薬局伊丹店 
伊丹市南本町７―１―15 エクセル新伊丹

１階 
同      月１日 

共進薬局 荻野店 同 市荻野６―７―１ 同 

やすひろ歯科クリニック 加古川市加古川町備後４―５ 令和８年１月16日 

こころの訪問看護ステーション心春 同  市野口町坂井96―２ 同      月１日 

くるみ薬局 
宝塚市中山寺１―11―12中山観音メディカ

ルビル１階 
同   年２月１日 

いぶき薬局在宅支援センター高砂店 
高砂市阿弥陀町阿弥陀1222―２ハイライフ

高砂101号 
同   年３月１日 

なつめ薬局 たつの市龍野町富永770―２ 同   年２月１日 

ソラーレクリニック太子 揖保郡太子町矢田部90―１ 同 

グリム調剤薬局 同 郡太子町鵤43―１ 同 

 

 

兵庫県告示第387号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、

次の指定医療機関から廃止、変更及び休止の届出があった。 

  令和８年４月14日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 廃止の届出があった指定医療機関 

  

名 称 所在地 

芦屋Ｒいいだ内科クリニック 芦屋市公光町11―５芦屋山下ビル301 

うたまる在宅支援薬局 同 市津知町１―22―１F 

共進薬局 荻野店 伊丹市荻野６―７―１ 

きりん薬局伊丹店 同 市南本町７―１―15 エクセル新伊丹１階 

松浦クリニック 加古川市尾上町長田517―48 

やすひろ歯科クリニック 同  市加古川町備後５―４ 

こころの訪問看護ステーション心春 同  市別府町別府837―１―１階 

くるみ薬局 宝塚市中山寺１―11―12中山観音メディカルビル  １階 

さくら薬局中山寺駅前店 同 市中筋５―10―23―103 
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２ 所在地等の変更の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 変更内容 

訪問看護ステーション たつのこ 加古川市米田町平津144―25 所  在  地 

３ 休止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 

伊丹駅前皮フ科クリニック 伊丹市中央１―４―４ 

柏木つばさ薬局 同 市柏木町１―98 

クオール薬局小野店 小野市敷地町1382―246 

 

 

兵庫県告示第388号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号）第14条第４項の規定により、次の指定介護機関から名称等の変更、廃止及び休止の届出があった。 

  令和８年４月14日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 

 

 

 

 

 

 

金村医院 高砂市米田町米田103―１ 

希望訪問看護ステーション 同 市曽根町447―１ 

ゆうゆう訪問看護ステーション 同 市米田町米田925―17―２F 

今西歯科 川西市多田桜木２―３―28リバーサイド岡田ビル  １Ｆ 

くるみ薬局 小野市粟生町3610―２ 

あさじ医院 加西市若井町2841―４ 

くるみ薬局 宍粟市山崎町金谷95―５ 

山田レディースクリニック たつの市龍野町富永145―９ 

なつめ薬局 同  市同 町富永770―２ 

こころの訪問看護ステーション心春 加古郡播磨町野添1667―７ 

ソラーレクリニック太子 揖保郡太子町矢田部90―１ 

グリム調剤薬局 同 郡太子町鵤43―1 
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１ 名称等の変更の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 変更内容 

定期巡回こみなみ加

古川 

加古川市加古川町大

野字狐塚1416 
株式会社こみなみ 小野市市場町255 事業所名称、所在地 

定期巡回こみなみ小

野 

小野市天神町字後山

1183―79 
同  上 同  上 所在地 

淡路市社会福祉協議

会 居宅介護支援事

業所 

淡路市北山712 

社会福祉法人 淡

路市社会福祉協議

会 

淡路市志筑新島

５―１ 
事業所名称 

２ 廃止の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 

デイサービスセンターこみ

なみ北在家 

加古川市加古川町北在家

361―２ 
株式会社こみなみ 小野市市場町255 

医療法人社団尚仁会訪問看

護ステーション「さつき」 
三田市天神１―２―15 医療法人社団 尚仁会 三田市天神１―２―15 

３ 休止の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 開設者所在地 

デイサービスセンターこみなみ 小野市市場町255 株式会社こみなみ 小野市市場町255 

 

 

兵庫県告示第389号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によ

り、施術を担当する機関を次のとおり指定した。 

  令和８年４月14日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

指定施術機関 

施術者の氏名 所在地 指定年月日 

森村 卓哉 
加古川市平岡町新在家155―２ 

ロイヤルシャトーモリタ307号 
令和７年２月１日 

 

 

兵庫県告示第390号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第30号）第14条第４項の規定により、次の指定施術機関から所在地の変更の届出があった。 

  令和８年４月14日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  
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所在地等の変更の届出があった指定施術機関 

施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 変更内容 

春名 亮輔 はるな鍼灸整骨院 伊丹市中央５―１―15 ルジェ伊丹101号室 所 在 地 

 

 

兵庫県告示第391号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和８年４月14日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

土地改良区の名称 認可年月日 

吉安土地改良区 令和８年４月１日 

 

 

兵庫県告示第392号  

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  令和８年４月14日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

土地改良区の名称 認可年月日 

手中池土地改良区 令和８年４月１日 

 

 

兵庫県告示第393号 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。 

  令和８年４月14日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１(1) 調査を行った者の名称 

豊岡市 

 (2) 調査を行った期間 

令和４年５月から令和６年12月まで 

 (3) 成果の名称 

豊岡市（宮井2106）の地籍図及び地籍簿 

 (4) 調査を行った地域 

豊岡市宮井 

 (5) 認証年月日 

令和８年３月31日 

２(1) 調査を行った者の名称 

豊岡市 

 (2) 調査を行った期間 

令和４年５月から令和６年12月まで 

 (3) 成果の名称 

豊岡市（城崎町飯谷2204）の地籍図及び地籍簿 

 (4) 調査を行った地域 

豊岡市城崎町飯谷 
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 (5) 認証年月日 

令和８年３月31日 

３(1) 調査を行った者の名称 

豊岡市 

 (2) 調査を行った期間 

令和４年５月から令和６年12月まで 

 (3) 成果の名称 

豊岡市（城崎町飯谷2205）の地籍図及び地籍簿 

 (4) 調査を行った地域 

豊岡市城崎町飯谷 

 (5) 認証年月日 

令和８年３月31日 

４(1) 調査を行った者の名称 

三田市 

 (2) 調査を行った期間 

平成26年５月から令和４年３月まで 

 (3) 成果の名称 

三田市（相生町の一部①）の地籍図及び地籍簿 

 (4) 調査を行った地域 

三田市相生町の一部 

 (5) 認証年月日 

令和８年３月31日 

５(1) 調査を行った者の名称 

三田市 

 (2) 調査を行った期間 

平成26年５月から令和４年３月まで 

 (3) 成果の名称 

三田市（相生町の一部②）の地籍図及び地籍簿 

 (4) 調査を行った地域 

三田市相生町の一部 

 (5) 認証年月日 

令和８年３月31日 

６(1) 調査を行った者の名称 

三田市 

 (2) 調査を行った期間 

平成26年５月から令和４年３月まで 

 (3) 成果の名称 

三田市（相生町の一部③)の地籍図及び地籍簿 

 (4) 調査を行った地域 

三田市相生町の一部 

 (5) 認証年月日 

令和８年３月31日 

７(1) 調査を行った者の名称 

丹波市森林組合 

 (2) 調査を行った期間 

令和５年４月から令和７年２月まで 

 (3) 成果の名称 

丹波市春日町国領の一部（国領Ⅰ）の地籍図及び地籍簿 

 (4) 調査を行った地域 

丹波市春日町国領の一部 
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 (5) 認証年月日 

令和８年３月26日 

８(1) 調査を行った者の名称 

丹波市森林組合 

 (2) 調査を行った期間 

令和５年４月から令和７年２月まで 

 (3) 成果の名称 

丹波市春日町国領の一部（国領Ⅱ）の地籍図及び地籍簿 

 (4) 調査を行った地域 

丹波市春日町国領の一部 

 (5) 認証年月日 

令和８年３月26日 

 

兵庫県告示第394号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和８年４月14日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、令和８年４月14日から２週間、西播磨県民局龍野土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和８年４月14日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

相 生 宍 粟 線 

たつの市新宮町奥小屋字ヲラ畑50番１から 

同  市新宮町奥小屋字成林42番１まで 

旧 
1.0から 

2.0まで 
58.0 

 

新 
1.0から 

8.0まで 
58.0 

 

 

兵庫県告示第395号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜

地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 

 なお、その関係図面は、西播磨県民局光都土木事務所及び赤穂市役所に備え置いて縦覧に供する。 

  令和８年４月14日 

                                 兵庫県知事 齋 藤 元 彦  
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指定区域 

区 域 名 市 郡 名 区 町 名 町大字名 小 字 名 地       番 

洞 竜 赤 穂 市  坂 越     

 

洞 留 

 

2810番２の一部、2830番、2831番、2833番、2834

番、2835番の一部、2837番の一部、2838番、2839

番、2840番の一部、2843番の一部、2845番の一

部、2846番、2847番、2849番１の一部、2849番

２、2849番３、2849番４の一部、2850番、2851

番１の一部、2852番の一部、2853番の一部、2881

番の一部、2830番から2849番４に至る地先の道

路敷の一部 

洞竜（２） 赤 穂 市  坂 越 

 

湯 殿 町 

 

2720番の一部、2721番、2721番１の一部、2725

番の一部、2725番１の一部、2729番の一部、2735

番４の一部、2736番、2737番、2738番の一部、

2740番から2742番まで、2743番の一部、2743番

１、2744番の一部、2745番１の一部、2745番２、

2746番から2748番までの各一部、2749番１の一

部、2765番の一部、2766番１の一部、2766番２

の一部、2766番４の一部、2767番から2770番ま

で、2770番１、2771番、2771番２の一部、2772

番１、2773番１、2774番、2774番１、2775番２、

2776番から2778番まで、2778番１、2779番から

2782番まで、2782番１、2783番、2784番、2785

番の一部、2786番の一部、2790番の一部、2791

番の一部、2792番、2792番１、2792番２の一部、

2721番１から2792番に至る地先の道路敷の一

部、2767番から2774番に至る地先の道路敷の一

部、2771番２地先の道路敷の一部 

 

 

兵庫県告示第396号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

その関係図書は、中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第２課において縦覧に供する。 

  令和８年４月14日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

指 定 番 号 
指定年月日 

(令和年月日) 
位 置 

幅 員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

第R07中播位置

0005号 
８.３.26 たつの市揖保川町黍田字片又78番９の一部 

6.00 

4.50 

42.69 

5.00 

 
 

公 告 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和８年４月14日 

契約担当者            

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  
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１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

  兵庫県農林水産技術総合センターほか11施設で使用する電気 予定数量3,635,992キロワット時／年 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県農林水産部総務課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和８年２月４日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社Ｕ－ＰＯＷＥＲ 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 

５ 落札金額（税抜） 

  69,147,326円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和７年12月23日 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり

大規模小売店舗の変更の届出があった。 

 ついては、当該届出を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域の

生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対

し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和８年４月14日 

            兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 アクロスプラザ西脇 

所在地 西脇市高田井町55―１ 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称          住所                代表者の氏名 

第一リース株式会社   東京都港区虎ノ門二丁目２番３号   向 島   亨 

３ 変更事項 

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 (1) 変更前 

名称          住所                代表者の氏名 

 第一リース株式会社   東京都港区虎ノ門一丁目２番６号   向 島   亨 

 (2) 変更後 

名称          住所                代表者の氏名 

  第一リース株式会社   東京都港区虎ノ門二丁目２番３号   向 島   亨 

４ 変更年月日 

令和８年２月24日 

５ 届出年月日 

  令和８年３月27日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県まちづくり部都市計画課 

(2) 縦覧期間 

  令和８年４月14日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 
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令和８年８月14日 

(2) 提出先 

兵庫県まちづくり部都市計画課 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
 

警 察 本 部 公 告 

 

  落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

  令和８年４月14日 

契約担当者               

兵庫県警察本部長 小 西 康 弘  

１ 令和８年度兵庫県警察本部車両用燃料の単価契約 

 (1) 落札に係る物品等の名称及び数量 

  ア レギュラ－ガソリン 予定数量  89万３千リットル 

  イ ハイオクガソリン  予定数量    30万５千リットル 

  ウ 軽油        予定数量   ６万２千リットル 

 (2) 契約に関する事務を担当する課又はかいの名称及び所在地 

   兵庫県警察本部総務部装備課  神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

 (3) 落札者を決定した日 

   令和８年２月20日 

 (4) 落札者の名称及び住所 

   冨尾石油株式会社 大阪府和泉市阪本町268番地の１ 

 (5) 落札金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

  ア レギュラーガソリン １リットル 137円20銭 

  イ ハイオクガソリン  １リットル 147円20銭 

  ウ 軽油        １リットル 124円30銭 

 (6) 契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

 (7) 入札公告をした日 

   令和８年１月６日 

２ 令和８年度兵庫県警察車両のタイヤ及びチューブの購入並びに兵庫県警察本部車両のタイヤ組替え及びパ

 ンク修理の単価契約 

 (1) 落札に係る物品等の名称及び数量 

  ア タイヤ         予定数量  3,708本 

  イ チューブ        予定数量   93本 

  ウ タイヤ組替え（普通車） 予定数量  3,885本 

  エ タイヤ組替え（大型車） 予定数量   546本 

  オ パンク修理       予定数量    26本 

 (2) 契約に関する事務を担当する課又はかいの名称及び所在地 

   兵庫県警察本部総務部装備課  神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

 (3) 落札者を決定した日 

   令和８年３月18日 

 (4) 落札者の名称及び住所 

   株式会社福井タイヤ商会 兵庫県姫路市神屋町６丁目72番地 

 (5) 落札金額 

   84,484,059円 

 (6) 契約の相手方を決定した手続 

   一般競争入札 

 (7) 入札公告をした日 
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   令和８年２月６日 
 

正 誤 

 

○令和８年３月27日付け（兵庫県公報第705号） 

兵庫県告示第283号（保安林の指定施業要件の変更予定）中 

（ページ） （行） （誤） （正） 

６ 下から11行目 155-１，字絹屋227， 155の１、字絹屋227、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


